　令和６年度大阪府農業振興地域整備審議会　議事概要

日時：令和７年３月４日（火）午前１０時から
　　　場所：大阪府咲洲庁舎４１階　共用会議室１０
　　　

第１号議案　大阪府農業振興地域の変更

（事務局説明）
〇　（資料P.１０）「農業振興地域制度の概要」「大阪府の農業振興地域の現状」について説明。
○　第１号議案、「大阪府農業振興地域の変更」について説明。
○　農振法第６条に、「市街化区域は農業振興地域に指定してはならない」とあり、今回の案件は、市街化区域への編入に伴う農振地域の解除の案件。
○　（資料P.１１）今回変更をおこなうのは、１番の河内長野市小山田町、２番の和泉市府中町、３番の和泉市唐国町、４番の岸和田市摩湯町、この四つの地域。
〇　（資料P.１２）１番の河内長野市小山田町については、河内長野市域の北西部、緑色の線が道路を示しており、大阪外環状線と交差する都市計画道路（大阪河内長野線）の沿道にある赤色で示す箇所。
〇　（資料P.１３）今回、市街化区域に編入し、農業振興地域から除外する区域が赤色で囲われた部分。オレンジ色の部分は市街化区域、黄緑色で囲まれた部分が農業振興地域、黄緑色で薄く着色された部分が農用地区域を示している。
〇　農業振興地域から除外する面積は２２．９ヘクタール、農用地区域は含まれていない。
　現況は、農地や山林が広がっており、２２．９ヘクタールのうち１５．６ヘクタールが農地。１０ヘクタール以上の集団的農地ではあるが、圃場整備等が行われておらず、高性能な農業機械による営農可能な土地条件を備えていない。また、本地区の主要作物である水稲の１０アール当たりの収量が、市平均収量を下回っている現状である。
〇　（資料P.１４）茶色の部分が道路になる計画で、大阪河内長野線と市の都市計画道路である野作赤峰下里線が整備され、一部、薄い黄緑色の部分が公園緑地になるほか、黄色の部分は産業系の土地利用が計画されている。そのため、農業振興を図ることが困難となることから、農業振興地域の変更を行う。
〇　（資料P.１５）２番の和泉市府中町については、和泉市域の北部で、ＪＲ和泉府中駅から東に９００メートルほどのところに位置し、令和７年度開通予定の都市計画道路（大阪岸和田南海線）の沿道にある赤色で示す箇所。
〇　（資料P.１６）今回、市街化区域に編入し、農業振興地域から除外する区域が赤色で囲われた部分。オレンジ色の部分は市街化区域、黄緑色で囲まれた部分が農業振興地域、黄緑色で薄く着色された部分が農用地区域を示してる。
〇　農業振興地域から除外する面積は０．４ヘクタール、農用地区域は含まれていない。
　現況は、約０．３ヘクタールの農地と、一部、道路用地として利用され、北西側は市街地が広がっており、南東側は農地が広がっているという状況。令和７年度開通予定の都市計画道路（大阪岸和田南海線）の沿道に位置し、今後、市民生活の利便性向上を図るため、市街化区域への編入が予定されている。
〇　（資料P.１７）３番の和泉市唐国町については、和泉市域の西部に位置し、都市計画道路（泉州山手線）の沿道にある赤色で示す箇所。
〇　（資料P.１８）今回、市街化区域に編入し、農業振興地域から除外する区域が赤色で囲われた部分。オレンジ色の部分が市街化区域、黄緑で囲まれた部分が農業振興地域、黄緑色で薄く着色された部分が農用地区域を示している。
〇　農業振興地域から除外する面積は４ヘクタール、農用地区域は含まれていない。現況は、ため池・道路用地等として利用され、地区の周辺には市街地が広がっている。都市計画道路（泉州山手線）の沿道に位置し、既存の産業団地を中心に、計画的な企業の誘致や、良好な創業環境を確保しつつ、周辺の農地や住宅地などへ配慮しながら、商業核の立地による波及効果を活かした沿道施設などが立地する利便性の高い市街化を図るため、市街化区域への編入が予定されている。現況のため池は廃止されるが、所有者である財産部と協議済みで、地区外のため池の用水については、地区内に水路を設け通水を確保する計画となっている。
〇　（資料P.１９）４番の岸和田市摩湯町については、岸和田市域の東部に位置し、都市計画道路（泉州山手線）の沿道にある赤色で示す箇所。二点鎖線が行政界で、和泉市に隣接する部分。
〇　（資料P.２０）今回、市街化区域に編入し、農業振興地域から除外する区域が赤色で囲われた部分。オレンジ色の部分は市街化区域、黄緑色で囲まれた部分が農業振興地域を示している。
〇　農業振興地域から除外される面積は6.5ヘクタール、農用地区域は含まれていない。
　現況は、ため池としての利用のほか、一部、宅地として利用され、地区の周辺は市街地が広がっている。都市計画道路（泉州山手線）の沿道に位置し、住宅・産業が共存する利便性の高い生活環境を、和泉市の市街化区域と一体的に市街化を図るため、市街化区域への編入が予定されている。区域内にあるため池のうち、北側から二つのため池はそのままで、南から二つ目のため池も残して、ほかのため池は、一部、調整池としての機能を残しつつ廃止の予定。ため池の廃止・残池については、財産部との協議のうえ決定し、水利関係者と協議のうえ、新たに水路を整備する計画となっている。
〇　（資料P.２１）農業振興地域の変更までのスケジュールにについて、１番の河内長野市小山田町については、今年１月に大阪府国土利用計画審議会、２月に大阪府都市計画審議会があり、本日の農業振興地域整備審議会の後、３月下旬に大阪府広報で告示することにより変更が確定。２番の和泉市府中町、３番の和泉市唐国町、４番の岸和田市摩湯町の３地区については、８月の大阪府都市計画審議会を経て、１０月頃に大阪府広報で告示する予定。

（質疑応答）
〇増田委員
　都市計画審議会とこの審議会、どちらが先にやるのかは、手続き上はどちらでもいいのか。
　→（事務局）どちらでも問題ない。

〇長澤委員
　４つの地区のうち、もともと農用地区域指定されていたのか。されていたのであれば、いつ除外されたのか。
　→（事務局）もともと農用地区域指定されていたか確認できていないが、近年に除外されたという経緯はない。
　
〇中谷委員
　河内長野市では、上原高向地区で区画整理事業が行われて、約１５haの農地が商業施設
　等になると聞いている。今回の小山田は、かなり高低差があり、農業者も少なくなってきている。農地はかなり減るが、市の産業用地も必要だと聞いているので、やむを得ないと考えている。今回のこの計画に対して異議はないが、農地が減ることに危惧しているので一言だけ言わせていただいた。
　→（事務局）上原高向地区やその東側の上原地区が、平成の初期の頃に区画整理をして、そこも企業誘致されて、今、河内長野市は産業用地がないということで、非常に危機感を持って、非常に貴重な農地が減っていくが、都市的土地利用の転換を図っていくということで、きちんと協議をして、最終的にこういう形になっている。

〇寺下委員
　私も河内長野の件は、非常にかなり大きな面積の農地が減るが、致し方ないと考える。
　ただ、周りにまだかなり農地が残るようなので、ここらをしっかりと保全できるような形でお願いしたい。
　→（事務局）はい。ここは水田エリアで、傾斜地でなかなか農業がし辛いところであるが、
　　この両サイドは小山田地区で、非常にモモの産地として有名なところなので、クビアカツヤカミキリにやられても、まだ農家の方が頑張って、モモの生産を頑張っていただいているエリアなので、われわれもしっかりと力を入れて農業振興を図っていきたいと思っている。


⇒原案どおり承認


報告事項（資料３に基づき報告）
１．令和６年度第１回おおさか農政アクションプラン評価・点検部会について
２．地域計画の取組状況と今後の取組みについて
